
議案第４ １号

ひた ちな か市 国民 健康保険 条例 の一 部を 改ｊＥす る条 例制 定に ついて

ひた ちな か市 国民健康保険条例 の一 部を 改‾をす る条例を ｀吼紙の とお り制 定す る。

令和 ４年　 ３Ｊ１　 ２日　 提出

令和　 年　　 Ｊ１　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市 国民 健康保険 条例 の一 部を 改‾をす る条例

ひた ちな か市 国民９康保険 条例 （平成６ 年条例第 ７３ 倚） の一部を 次の よう に改

‾をする。

第１ ４条 中「 地方財政法（ 昭和 ２３ 年法律第 １０ ９号）第 ７条 第１ 項に 規定する

を額 で市 長が 定め る額 」を 「次 に掲 げる 額」 に改 め， 回条 に次 の各 号を 加え る。

（１ ）　 ｔ方財政法（ Ｕｇ 和２ ３年法律第１ ０９ 号） 第７ 条第 １項 に規定す る金額

で市長が 定め る額

（２ ）　 その 他市長が あ９ と認 めた 金額

第１ ７条 第１ 号を 次の よう に改 める。

（１ ）　 悵第 ７５ 条の ７第 ２項 の規 定に よる 国民Ｗ康保険事業費納付を の納Ｈに

・す る費 ＪＩ］に 不ｊ１が 生じ た場合

付　則

この 条例 は， 価布 の日 から 施行 する。

－２－



こＡ］

参考資料

ひたちなか市国民健康保険条例新＼日対照表

旧 新 備考

（基金）

第１ ３条　国Ｒ健康保険の健全な運常に資する ため，国民健康保険支払準備基

を（な下 「基を」 とい う。 ）を設置する。　　　　　　　　　　　・

（積をて）

第１ ４条　毎年度まをと して積みなて る額 は， 地力財政伍（ＨＵ口２ ３年法律第

上焦どＬｊ□　 薦と する。

（基金の処分）

第１ ７条　基金は， 次に掲げる場合にｍり ，そのを部又は一部を処分する こと

ができる。

（１ ）　 災害その他特Ｓりの事情により 保険税その他のｑ又入が予定額に達 しな

（基金）

第１ ３条　国Ｒ健康保険の健全な運営に資する ため，国Ｒ健康保険支払準備基

を（ 勁、下「基金」と いう 。） を設置す る。、

（積立て）

第１ ４条　毎年度万金と して積みをてる額は， 次に掲げる額とする。

ｌ

（１ ）　 地方財政法（９手口２ ３年法律第１ ０９ 号） 第７ 条第 １項に規定する

金額で市長が 定め る額

（２ ）　 その他市長が必要 と認めた金額

（基金の処分）

第１ ７条　基をは， 次に掲げる場合にｍり ，その全部又は一部を処分する こと

ができる。

（１ ）　 法第 ７５ 条の ７第 ２項の規定による国Ｗ良康保険事業費納付金の翕

い場合で，售該年度中 の支払に 困難 を生 じた場合

（２ ）・ （３ ）　略

付に要する費Ｈｊ に万ヽ ｔが生 じた場合

（２ ）・ （３ ）　略
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